
国立大学法人・大学共同利用機関法人の
平成24年度に係る業務の実績に関する評価の概要

Ⅰ．全体評価の概要

◇ 各国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下、「法人」という。）の

中期目標の進捗状況全体について評価を行った結果、全90法人が、中期目標

の前文に掲げる「法人の基本的な目標」に沿って、計画的に取り組んでいる

ことが認められた。

◇ また、「戦略性が高く意欲的な目標・計画」は、達成状況のほかにプロセ

スや内容を評価するなど、積極的な取組として適切に評価することとしてお

り、ヒアリングによる法人からの説明を踏まえて、新たに10法人の計画を取

り上げた。

・ 平成23年度評価段階で取り上げた法人は28法人
・ 平成24年度評価においては、中期計画の変更があった法人のうち
10法人について新たに取り上げたもの

【北海道大学】
・ 北海道内の他６国立大学との間で、教養教育の充実、入学前の留学生
を対象とした準備教育、事務処理等を共同で実施する計画

・ 帯広畜産大学、山口大学、鹿児島大学との間で、獣医学教育における
プログラム相互活用、国際認証に向けた情報収集・戦略拠点の形成等の
連携体制を構築する計画

【秋田大学】
・ 国際的資源学の世界的教育拠点を形成するため、学長が学部長を指名
するなど次世代型学部運営を導入した新学部設置を目指す計画

【千葉大学、金沢大学】
・ ３大学（千葉大学、金沢大学、長崎大学）で連携して、予防医科学分
野の共同大学院の設置を目指す計画

【東京学芸大学、愛知教育大学、大阪教育大学】
・ ４大学（北海道教育大学、東京学芸大学、愛知教育大学、大阪教育大
学）連携により、全国の教員養成教育の諸課題に対応するための機構を
設置し、全国の教員養成系大学・学部の交流の拠点とする計画

【長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学】
・ ３機関（長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機
構）が連携して教育改革を推進し、世界で活躍し、イノベーションを起
こす実践的技術者を育成する計画

【名古屋大学】
・ 愛知教育大学、三重大学と連携して、海外拠点等を活用し、アジアを
中心とする国際人材育成の推進を目指す計画



Ⅱ．項目別評価の概要

１．業務運営・財務内容等の状況

「業務運営の改善・効率化」、「財務内容の改善」、「自己点検・評価及び情報提供」、

「その他業務運営（施設設備の整備・活用、安全管理、法令遵守）」の４項目につい

て、中期計画の達成に向けた業務の進捗状況等の評価を行った。

また、平成24年度評価においては、別紙に掲げる「共通の観点」について、平成22

年度から平成24年度までの３年間の取組状況の評価を行った。

（１）業務運営の改善・効率化

「組織運営の改善」、「事務等の効率化・合理化」に関する各法人の中期計画の達成

に向けた業務の進捗状況について、総合的に評価を行った。

【評定の結果】 平成24年度 （平成23年度）

［全90法人中］ （［全90法人中］）

「特筆すべき進捗状況にある」 4法人（ 4％） （ 1法人（ 1％））

「順調に進んでいる」 81法人（90％） （81法人（90％））

「おおむね順調に進んでいる」 5法人（ 6％） （ 7法人（ 8％））

「やや遅れている」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

「重大な改善事項がある」 0法人（ 0％） （ 1法人（ 1％））

（主な状況）○は特筆事項・注目事項、●課題事項を示す。以下、同じ。

○ 平成26年度新設予定の国際資源学部について、教育課程や教員人事等の方

針を決定する組織である「連携運営パネル」（構成員の半数は学外者）の設

置や、学長が学部長を指名する制度等、機動的な意思決定を可能とする開か

れた学部運営の仕組みの導入を決定している。【秋田大学】

○ より柔軟な教員の雇用を推進するため、教員が大学以外の機関からも給与

を受け、それにより生じた財源を若手研究者ポストの確保に充当する「クロ

ス・アポイントメント制度」を平成25年度から導入し、すでに３名について

これを適用することを決めている。【東京大学】

○ 教員雇用制度の柔軟化の取組として、退職時に退職手当を支給せず、賞与

とは別に特別賞与を支給し、原則として任期の定めのない常勤教員として雇

用する「特例教員制度」を導入し、１名を雇用しているほか、卓越した業績

を有し、大学の未来戦略に先導的な役割を担う教授に対し「大阪大学特別教

授」の称号を与え、月額25万円を標準とする手当を支給する制度の導入を決

定し、関係規則の改正等を行っている。【大阪大学】

○ 法人化当初に教授会から役員会へ移行した教員人事の権限をさらに発展さ



せ、専任教員については採用時に年俸制と月給制の選択を可能とする制度を

導入し、平成25年４月１日付で外国人教員３名を年俸制で採用することを決

定するとともに、年度内及び長期の人事採用計画を策定するなど、戦略的な

人事制度改革を行っている。【九州工業大学】

○ 北海道内の国立大学間で連携を図り、事務処理（安否確認システム、旅費

システム、電子購買システムの運用等）の共同実施を決めている。【北海道大

学、北海道教育大学、室蘭工業大学、小樽商科大学、帯広畜産大学、旭川医科大学、

北見工業大学】

○ 男女共同参画推進のため、女性メンター教員、コーディネーターの配置、

女性教員採用におけるインセンティブ経費の措置等により、女性教職員比率

が向上するなど、取組の成果が現れている。

（例） 女性研究者への支援の一環として、近隣保育園と連携して、一時預か

り事業、休日保育事業、病児・病後児保育事業を割引料金で利用できるよ

うにしているほか、ライフイベント中の女性研究者の研究活動を支援する

女性研究者サポーター制度には学生も登録している。【山梨大学】 など

● 一定の学生収容定員の充足率（90％）を満たしていない法人は、大学院修

士課程では３法人、大学院博士課程では２法人、大学院専門職学位課程では

７法人となっている。

課 程 法人数 うち、23年度から25年まで

（ ）は23年度 連続して未充足の法人数

大学院 ３法人 ０法人

修士課程 （３法人）

大学院 ２法人 ０法人

博士課程 （０法人）

大学院 ７法人 ５法人

専門職学位課程 （10法人）

「共通の観点」に係る状況

・ すべての法人において、学長・機構長等裁量の予算・人員枠等を設け柔軟かつ

迅速な資源配分に取り組むなど、効率的な意思決定と業務執行、業務運営の合理

化や管理運営の効率化が進められている。

・ すべての法人において、経営協議会における学外委員からの法人運営に関する

意見に基づき具体的に改善した事項が見られるほか、２法人を除いて経営協議会

における学外委員からの意見の法人運営への活用状況を公表しているなど、外部

有識者の活用による運営の活性化が図られている。

また、すべての法人において、監事や会計監査人による監査結果や内部監査の

結果を反映し、内部監査の組織が適切に整備され、監査結果を適切に運営に反映

させるなど、監査機能の充実が図られている。



（２）財務内容の改善

「外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加」、「経費の抑制」に関する各法人

の中期計画の達成に向けた業務の進捗状況について、総合的に評価を行った。

【評定の結果】 平成24年度 （平成23年度）

［全90法人中］ （［全90法人中］）

「特筆すべき進捗状況にある」 0法人（ 0％） （ 1法人（ 1％））

「順調に進んでいる」 90法人（100％） （89法人（99％））

「おおむね順調に進んでいる」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

「やや遅れている」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

「重大な改善事項がある」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

（主な状況）

○ 外部資金の獲得に向け、リサーチ・アドミニストレーター（URA）（注）の配

置、説明会の開催、申請書のチェック、プレヒアリングの実施、研究費補助

の実施等の研究支援体制を強化している。

（注）研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に

従事する人材（University Research Administrator）

（例） URAが所属する組織として「学術研究支援室」を設置するとともに、「京

都大学URAネットワーク構築事業」として、各部局においてURAを13名採用

し、学術研究支援室と学内各組織との有機的なつながりの構築を図ってお

り、URAの支援等により、大型科学研究費７件をはじめ、多くの競争的資

金等の獲得につながっている。【京都大学】 など

○ 競り下げ方式（リバースオークション）による物品調達の導入、複数の契

約の統合、複数年契約の推進や複数法人での共同調達により、さらなる競争

性を高めた契約等の増加を図っている事例も見られる。

（例） 全国初の試みとなる国立、公立、私立大学間における共同調達に関す

る協定「神戸市内の国公私立大学間連携による物品等の共同調達」を、近

隣の公立、私立４大学と締結し、PPC用紙、トイレットペーパーの共同調

を行っているほか、競り下げ方式（リバースオークション）による物品調

達を、平成24年度から本格導入し、前年度と比較して約960万円のコスト

削減を図っている。【神戸大学】 など

「共通の観点」に係る状況

・ すべての法人において、経費の節減、自己収入の増加に取り組んでいるほか、

１法人を除いて資金を適切に運用し、その運用益が教育研究の充実や学生指導等

に活用されている。

また、すべての法人において、決算概要や財務状況を簡潔にまとめたり、分析

したレポートを作成し関係会議で報告するとともに、部局にフィードバックして

いるなど、財務内容の分析結果が法人運営に活用されている。



（３）自己点検・評価及び情報提供

「評価の充実」、「情報公開や情報発信等の推進」に関する各法人の中期計画の達成

に向けた業務の進捗状況について、総合的に評価を行った。

【評定の結果】 平成24年度 （平成23年度）

［全90法人中］ （［全90法人中］）

「特筆すべき進捗状況にある」 1法人（ 1％） （ 0法人（ 0％））

「順調に進んでいる」 89法人（99％） （90法人（100％））

「おおむね順調に進んでいる」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

「やや遅れている」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

「重大な改善事項がある」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

（主な状況）

○ 自己点検・評価について、機関別認証評価基準の観点等を踏まえた見直しを

行い実施しているほか、極微デバイス機能システム研究センターの改組に向

け、国際外部評価を実施している。【名古屋工業大学】

○ 九州地区の国立大学間で、教育研究情報の評価・収集・分析に関するIR

（Institutional Research）（注）人材の育成、共用情報システムの開発、情報

分析・活用技能の共同開発等を行うことを目的とした「九州地区大学IR 機

構」を発足し、「評価・IR 研究会」や「運営グループ会合」を開催している。

【九州大学】

（注） 高等教育機関内の調査研究を実施する機関又は部門。機関情報を一元的に収

集、分析することで、機関が計画立案、政策形成、意思決定を円滑に行うことを

可能とさせるもの

○ 震災後の大学の状況及び除染対策状況等の震災関連情報の積極的な発信、

副学長や学生による高校訪問等の戦略的な大学広報等の取組により、風評被

害の影響が懸念される中で、過去５年で最多の入学志願者数を確保するなど

の成果が現れている。【福島大学】

○ 多言語化、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の活用、海

外向けウェブマガジンの創刊など、多様なメディアを活用し、情報発信に向

けた積極的な取組事例も見られる。

（例） 海外向けウェブマガジン「Okayama University e-Bulletin」を創刊

し、ウェブサイトへの掲載や世界の研究者に向けたメール配信（約１万件）

等、海外における知名度向上を図り、第１号及び第２号で配信した記事の

一部がPHYS.org、Innovations Report等、多数の海外ウェブサイトに掲載

されている。【岡山大学】 など



「共通の観点」に係る状況

・ すべての法人において、中期計画・年度計画の進捗状況を管理し、その評価活

動を計画的に行うサイクルを定着させ、法人運営に活かすとともに、自己点検・

評価作業の効率化と負担の軽減に向けた取組を実施しており、自己点検・評価の

結果の法人運営への活用が図られている。

・ すべての法人において、平成23年度に改正された学校教育法施行規則第172条

の２に基づく、教育研究活動に係る情報の公表については、ウェブサイト上に法

定事項に即して一覧できるよう集約したページを設け、公表しているなど、教育

研究等の状況の積極的な情報提供、情報公開の促進が図られている。

（４）その他業務運営

「施設設備の整備・活用等」、「安全管理」、「法令遵守」に関する各法人の中期

計画の達成に向けた業務の進捗状況について、総合的に評価を行った。

【評定の結果】 平成24年度 （平成23年度）

［全90法人中］ （［全90法人中］）

「特筆すべき進捗状況にある」 1法人（ 1％） （ 0法人（ 0％））

「順調に進んでいる」 54法人（60％） （76法人（85％））

「おおむね順調に進んでいる」 25法人（28％） （ 2法人（ 2％））

「やや遅れている」 10法人（11％） （12法人（13％））

「重大な改善事項がある」 0法人（ 0％） （ 0法人（ 0％））

（主な状況）

○ 利用者のコスト意識醸成による施設の効率的利用、施設の維持管理に関す

る重点的な投資等のため、全学施設を対象としたスペースチャージ（施設利

用課金）制度（注）等を導入している。【富山大学、京都大学、大阪大学】

（注） 施設等において、当該施設の使用者から面積や時間等に応じて使用料金を徴

収する制度

○ 大規模災害等における大学運営の継続性の強化及び情報資産の保全等を目

的として、２大学間で、データを相互に保管する体制を整備している。【宇都

宮大学・横浜国立大学、お茶の水女子大学・奈良女子大学、お茶の水女子大学・山

口大学、名古屋工業大学・九州工業大学、山口大学・鹿児島大学】

○ 主要５キャンパスの使用電力のリアルタイムでの見える化や電算サーバー

の集約化、実験機器の使用時間・時期の変更等多様な節電対策を行い、「東

大サステイナブルキャンパスプロジェクト」の短期目標（平成24年度に実験

系を除き総量で平成18年度比15％のCO2排出量を削減）を達成しており、

温暖化対策と両立した電力危機対策への取組が、財団法人省エネルギーセン



ターによる「平成24年度省エネ大賞」を受賞しているほか、低炭素社会・持

続可能な社会作りへの取組が一般社団法人日本エンパワーメントコンソーシ

アムによる「ワットセンス・アワード2012」を受賞している。【東京大学】

○ 東京医科歯科大学、福島県立医科大学、北里大学、上智大学及び沖縄科学

技術大学院大学と連携し、e-learningを活用した教育カリキュラムを通して、

大学院生に倫理教育を行う「研究者育成の為の行動規範教育の標準化と教育

システムの全国展開（CITI Japanプロジェクト）」を代表校として開始して

いる。【信州大学】

● 年度計画に掲げる取組を十分に実施していない法人（１法人）が見られた。

「共通の観点」に係る状況

・ すべての法人において、法令遵守（コンプライアンス）に関する規程等が整備

され、組織的な啓蒙活動が行われているが、 研究費の不適切な経理の事例（４法

人）、教員等個人宛て寄附金が個人で経理されていた事例（31法人）、臨床研究倫

理違反が行われた事例（２法人）、毒物・劇物等の紛失の事例（２法人）、多数の

個人情報の不適切な管理事例（２法人）、予算趣旨に反する不適切な調達の事例

（１法人）、元職員が物品を不正転売した事例（１法人）が見られた。

また、すべての法人において、災害等の危機管理に関する体制及び規程等が整

備され、危機管理体制が確保されている。

２．教育研究等の質の向上の状況

引き続き、多くの法人において、社会的要請に応え、指導方法の改善・充実、教育

活動の個性化・特色化、学生支援体制の整備等の教育改革、各法人の特色に応じた研

究活動の活性化や産業界や地域社会等への貢献に取り組んでいる。

（主な状況）

＜教育に関する取組＞

○ 海洋分野に関して国際的に卓越した教育研究拠点を目指すため、平成26年

４月入学生から、TOEICスコア600点を学部４年次への進級要件とすること

や、学部３、４年次における海外派遣キャリア演習の新設、大学院修士課程

の授業の完全英語化を実施することを決定し、海洋科学部が先行して関係規

則等の改正に向け検討を行っている。【東京海洋大学】

○ 東日本大震災によって深刻な被害を受けた高校生の中から、将来教師にな

ることを強く希望する学生を選抜し、卒業後は被害が大きかった地元地域に

戻り、教育復興の中心となる人物を養成することを目的とした推薦入学（東

日本被災者特別選抜）を実施し、14名が入学しており、今後、当該入学者の

追跡調査とともに当該入試の継続等を検討していくこととしている。【宮城教

育大学】



○ 入学直後の学部学生本人が１年間の特別休学期間を取得した上で、ボラン

ティア等の社会貢献活動、国際交流体験活動、インターンシップ等の就業体

験活動、農林水産業・自然体験、地域体験活動等の長期にわたる自主活動を

通じて自らを成長させる自己教育プログラム「初年次長期自主活動プログラ

ム」制度の導入を決定している。【東京大学】

＜研究に関する取組＞

○ iPS細胞研究について、平成20年度の「iPS細胞研究センター」設置（平成

22年度「iPS細胞研究所」に改組）以来、大学として重点的に支援を行って

きた成果が山中伸弥 所長・教授のノーベル生理学・医学賞受賞につながっ

ている。また、同研究所が独立行政法人科学技術振興機構（JST）「再生医療

実現拠点ネットワークプログラム」の「iPS細胞研究中核拠点」に採択され

ている。【京都大学】

○ 特に優れた教授職を「DP」（Distinguished Professor）として、また将来

「DP」として活躍しうる若手教員を「DR」（Distinguished Researcher）

として認定し、研究時間確保のため、教務・学務・管理運営業務の免除・軽

減、研究スペースの優先配分、URA的職員の支援等を行う制度を創設し、平

成24年度はDPとして７名を、DRとして14名をそれぞれ認定している。【広

島大学】

○ 基礎生物学研究所では、専用自家用発電設備を有するIBBP（大学連携バイ

オバックアッププロジェクト）センターを開設することにより、災害時にお

いても、全国の大学・研究機関の重要な生物遺伝資源を安全に保管できる体

制を整備し、国内７大学との連携事業を開始している。【自然科学研究機構】

＜その他＞

○ 企業及び高専と連携して共同研究やプロジェクト事業等に取り組んでいる

成果として、水質浄化技術が複数の大型水族館で実用化され、開発途上国に

おける水問題の解決に向けた研究として進捗するなど、社会的課題の解決に

貢献する技術の開発を推進している。【長岡技術科学大学】

○ 「国際バカロレア入試」を実施しているとともに、ギャップターム（９月

～翌年３月の７か月間）を解消し、志願者数増加を図るため、「平成25年10

月（秋）入学国際バカロレア入試（マッチングプログラムコース）」を実施

しており、３名が仮合格（欧州２名、国内１名）になっている。【岡山大学】

○ 日本及びインドネシアの６大学（香川大学、愛媛大学、高知大学、ガジャ

マダ大学、ボゴール農業大学及びハサヌディン大学）で構成するコンソーシ

アムの下で行う「日本・インドネシアの農山漁村で展開する６大学協働サー

ビスラーニング・プログラム」（大学の世界展開力強化事業）において、両

国の学生が一緒に農山漁村に滞在して現実の課題に取り組みながら学ぶこと

で、地域社会で献身的に活動するリーダーを養成している。【香川大学、愛媛

大学、高知大学】



（別紙）

共通の観点

１．業務運営の改善及び効率化

、 。○ 戦略的・効果的な資源配分 業務運営の効率化を図っているか

各法人の総合的な戦略や状況に応じた柔軟かつ迅速な物的・人的資源の配分が

進められているかどうかという観点から評価することが必要である。また、法人

内のコンセンサスの確保に留意しつつ、教育研究活動の進展や社会のニーズに機

動的に対応するため、迅速かつ効率的な意思決定と業務執行がより一層求められ

ており、業務運営の合理化や管理運営の効率化が進められているかどうかという

観点から評価する。

（確認事項例）

・ 学長・機構長等の裁量の予算、定員・人件費の設定状況

。○ 外部有識者の積極的活用や監査機能の充実が図られているか

外部有識者の活用により運営の活性化が図られているかどうかという観点から

評価する。また、内部監査の組織が適切に整備され監査が実施されると共に監事

や会計監査人による監査結果を適切に運営に反映させるなど、監査機能の充実が

図られているかどうかという観点から評価する。

（確認事項例）

・ 外部有識者の活用状況

・ 経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表状況

２．財務内容の改善

。○ 財務内容の改善・充実が図られているか

国費の投入により支えられている法人において、財務内容を改善することは重

要な課題であり、法人の目的に照らして経費の節減、自己収入の増加及び資金の

運用が図られているかどうか、財務分析を実施し、その分析結果を運営の改善に

活用しているかどうかという観点から評価する （附属病院を置く法人は、継続的。

・安定的な病院運営のために必要な取組も含む ）。

（確認事項例）

・ 資金の運用に向けた取組状況及びその運用益の活用状況

・ 財務情報に基づく財務分析結果の活用状況



３．自己点検・評価及び情報提供

○ 中期計画・年度計画の進捗管理、自己点検・評価の着実な取組及びその結果

の法人運営への活用が図られているか。

法人が中期計画・年度計画を計画的に実行しているか、自己点検・評価の着実

な取組及びその結果の法人運営への活用が図られているかどうかという観点から

評価することが必要である。

（確認事項例）

・ 中期計画・年度計画の進捗状況管理の状況

・ 自己点検・評価の着実な実施及びその結果の法人運営への活用状況

。○ 情報公開の促進が図られているか

法人が社会的使命を果たしつつ、その活動を行っていくため、教育研究等の状況

について積極的な情報提供が求められており、情報公開の促進が図られているか

どうかという観点から評価する。

（確認事項例）

・ 情報発信に向けた取組状況

４．その他の業務運営

○ 法令遵守（コンプライアンス）及び危機管理体制が確保されているか。

法人が社会的使命を果たしつつ、その活動を行っていくため、法令遵守（コン

プライアンス）及び危機管理体制が確保されているかどうかという観点から評価

する。

（確認事項例）

・ 法令遵守（コンプライアンス）に関する体制及び規程等の整備・運用状況

・ 災害、事件・事故等の危機管理に関する体制及び規程等の整備・運用状況



【参考】

評価の方法、審議経過等について

１．評価制度

国立大学法人法に基づき、法人の各事業年度における業務の実績について、

「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間における各年

（ ）」度終了時の評価に係る実施要領 平成22年６月国立大学法人評価委員会決定

に従い、国立大学法人評価委員会が評価を行う。

２．評価方法

各法人から提出された実績報告書等を調査・分析するとともに、学長・機構

長等からのヒアリング、財務諸表や役職員の給与水準等の分析も踏まえながら

評価を行った。

①全体評価

・ 当該事業年度における中期計画の進捗状況全体について、記述式により
総合的な評価を行う。

・ なお、戦略性が高く意欲的な目標・計画を定めて、積極的に取り組んで
いるものを特記する。

②項目別評価

・ 「業務運営の改善及び効率化 「財務内容の改善 「自己点検・評価」、 」、
及び情報提供 「その他業務運営（施設設備の整備・活用、安全管理、」、
法令遵守 」の４項目については、以下の５種類により進捗状況を示すと）
ともに、特筆（注目）すべき点や遅れている点、課題となっている点等に
コメントを付す。
また、特筆（注目）すべき点については、取組の成果が認められるもの

を中心に記述する。
なお、これらの評定は、基本的には、各法人が設定した中期計画に対応

して示されるものであり、各法人間を相対比較する趣旨ではないことに十
分留意する必要がある。
【評定】

・ 中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある」「

・ 中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」「

・ 中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる」「

・ 中期計画の達成のためにはやや遅れている」「

・ 中期計画の達成のためには重大な改善事項がある」「

・ 「教育研究等の質の向上」については、全体的な状況を確認し、注目す
べき点にコメントを付す。



３．評価体制

国立大学法人評価委員会（委員長：北山禎介、三井住友銀行取締役会長）の

下に、以下の組織を置いて、調査・分析を行った。

○国立大学法人分科会

・評価基本チーム（法人の規模や特性に応じて８チーム設置）
・共同利用・共同研究拠点評価専門チーム
・附属病院評価専門チーム

○大学共同利用機関法人分科会

４．審議経過

平成25年

６月28日まで 各法人から実績報告書等の提出

７月１日～ 国立大学法人分科会評価チーム、大学共同利用機関法人

分科会において実績報告書等の調査・分析

７月26日～８月23日 各法人から業務の実績についてﾋｱﾘﾝｸﾞ（国立大学法人）

（ ）８月23日～８月30日 〃 大学共同利用機関法人

９月２日～13日 国立大学法人分科会基本チーム会議において評価結果案

の検討

10月１日 国立大学法人分科会において評価結果案の審議

（意見申立の機会：10月２日～15日）

10月３日 大学共同利用機関法人分科会において評価結果案の審議

（意見申立の機会：10月４日～15日）

11月６日 国立大学法人評価委員会総会において評価結果の審議・

決定


